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北九州市告示第１８３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立旧百三十銀行ギャラリーにおける使用料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  令和５年４月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

旧百三十銀行ギャラリ

ー管理運営共同事業体

代表企業 公益財団法

人北九州活性化協議会 

北九州市小倉北区古船

場町１番３５号北九州

市立商工貿易会館６階 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１８４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立戸畑市民会館における使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和５年４月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

社会福祉法人北九州市

社会福祉協議会 

北九州市戸畑区汐井町

１番６号 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１８５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立門司市民会館及び北九州市立若松市民会館における使用料の徴収

事務を次のとおり委託した。 

  令和５年４月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

共同企業体グループＡ

２Ｋ 

代表企業 朝日建物管

理株式会社 九州支店 

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１８６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州芸術劇場、北九州市立響ホール及び北九州市立大手町練習場における

使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和５年４月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

公益財団法人北九州市

芸術文化振興財団 

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１８７号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立黒崎文化ホールにおける使用料の徴収事務を次のとおり委託した

。 

  令和５年４月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社黒崎コミュニ

ティサービス 

北九州市小倉北区米町

二丁目２番１号 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１８８号 

北九州市港湾施設管理条例（昭和５２年北九州市条例第７号）第２５条の２

第３項の規定により、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの北九

州市旧門司税関及び旧大連航路上屋の利用料金の額を承認したので、北九州市

港湾施設管理条例施行規則（昭和５２年北九州市規則第３１号）第３５条の３

の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年４月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

区分 金 額 

港
湾
環
境
整
備
施
設

休
憩
所

旧
門
司
税
関

― ９時～１２時 １２時～１７時 

展示スペースＡ ２４０円 ４１０円

展示スペースＢ ４６０円 ７６０円

展示スペースＣ ４２０円 ７１０円

旧
大
連
航
路
上
屋

― ９時～１７時 １７時～２２時 

多目的室Ａ １時間

又はそ

の端数

ごとに

２６０円 ４２０円

多 目 的

室 Ａ を

２ 区 分

し て 利

用 す る

場合 

１区分

当たり

１３０円 ２１０円

多目的室Ｂ ５９０円 ９５０円

ホール １，１００円 １，７９０円

多目的スペース  １，３１０円 ２，１００円

   シャワー室 １人１

回（３

０分以

内） 

１４０円

   設 備 ・

機器 

映像設

備 

液晶プロジェクター １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に２，１００円 

１ 枚 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に３５０円 

     スクリーン 

     ブルーレイディスク １ 台 に つ き １ 時 間
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プレーヤー 又 は そ の 端 数 ご と

に９８０円 

   音響設

備 

音響システム １ 式 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に２，８００円 

    ワイヤレスマイク １ 式 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に７００円 

   マイクロホン １ 本 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に１７０円 

    マイクロホンスタン

ド（床置型） 

１ 本 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に７０円 

   マイクロホンスタン

ド（卓上型） 

１ 本 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に３０円 

    拡声装置 １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に７００円 

   照明設

備 

ボーダーライト １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に１４０円 

スポットライト １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に８０円 

   ピンスポットライト １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に４５０円 

    舞台設

備 

簡易ステージ １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に１００円 

   演台 １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に１００円 

    花台 １ 台 に つ き １ 時 間

又 は そ の 端 数 ご と

に７０円 

   その他

の設備

・器具

展示用パネル １ 台 に つ き １ 日 ご

とに２８０円 

    冷暖房

設備 

多目的室Ａ １ 時 間 又 は そ の 端

数ごとに６０円 

     多目的室Ａを２区分 １ 時 間 又 は そ の 端
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して利用する場合 数ごとに３０円 

     多目的室Ｂ １ 時 間 又 は そ の 端

数ごとに２００円 

     ホール １ 時 間 又 は そ の 端

数ごとに５３０円 
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北九州市公営競技局公告第９号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１１号）第２条において準用する

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州

市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

令和５年４月２５日 

               北九州市公営競技局長 中 村 彰 雄   

１ 特定役務の名称及び数量 

  若松モーターボート競走場電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市公営競技局ボートレース事業課 

  北九州市若松区赤岩町１３番 1 号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年３月７日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社北九州パワー 

  北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

５ 契約金額 

  ９，６４３万４，６７３円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年１月１６日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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